
 

  平成２６年度 第１０回 役員会議事要旨 

 

日 時  平成２６年９月２４日（水） １０時２８分～１１時４０分 

 

場 所  学長室 

 

出席者  学長，瀨口理事，中島理事，岩本理事，宮﨑理事，吉田理事 

欠席者  なし 

 

陪席者  佐々木監事，後藤学長室長 

 

 

【審議事項】                              

 

（１） 佐賀大学プロジェクト研究所の認定について       

中島理事から，本件について，平成２６年度第２次分佐賀大学プロジェク

ト研究所の募集を行ったところ，１件の応募があり，総合研究戦略会議におい

て協議し，適切なものであると判断した旨説明があった。審議の結果，了承さ

れた。 

 

（ 一括審議事項 ） 

  学長から，平成２６年９月１０日の役員会で協議し，９月１９日開催の教育研究

評議会で審議了承された４案件について，一括審議する旨の説明があった。 

  次いで，総務課長から一括審議事項の概要について次のとおり説明があった。 

 

（２） 大学機関別選択評価事項Ｂ及びＣの受審について 

    平成２７年度に選択評価事項Ｂの「地域貢献活動の状況」は受審し，Ｃの「教

育の国際化の状況」の受審は見送ることとするもの。 

 

（３） 国立大学法人佐賀大学職員の懲戒処分の基準に関する細則の一部改正につ

いて 

 研究機関における公的研究費管理・監査のガイドラインの改正に伴い，非違

行為に研究活動に係る不正行為等を追加するもの。 

     

（４） 国立大学法人佐賀大学総合研究戦略会議規則の一部改正について                 

    競争的資金の獲得推進体制の実質化及び更なる機能強化を図るため，「競争

的資金対策室」の意思決定機能を「総合戦略会議」に一元化することに伴い，

規則改正を行う。また学術研究協力部に，リサーチ・アドミニストレーターを

新たに配置するもの。 

 



 

（５） 佐賀大学地域学歴史文化研究センター規則の一部改正について                                           

    佐賀大学地域学歴史文化研究センターの運営委員会の構成員に全学教育機

構から推薦された教員を加えることに伴い，規則の改正を行うもの。 

 

  審議の結果，４案件すべて了承された。 

 

（６） 寄付に伴う感謝状贈呈の推薦について 

瀨口理事から,本件について，三愛石油株式会社より高額な熱気球の球皮の

寄附を受け，学生の厚生の向上に尽力した者として感謝状の贈呈を推薦する旨

の説明があり，審議の結果,了承された。 

 

（７） 国立大学法人佐賀大学顧問について                        

    学長から，本学の顧問として委嘱している３名の任期を１年間更新する旨説

明があり，審議の結果，了承された。 

 

（８） 平成２６年度インセンティブ給与支給について 

人事課長から，本件について，附属病院勤務等の処遇改善を図るため，イン

センティブとしての給与支給（一時金的措置）を行い，平成２６年１０月及び

平成２７年４月に支給する旨説明があった。 

次いで，宮﨑理事から，本件は，平成２６年度は給与削減を行わない中で，

大学全体の人件費削減には抵触しないこと，また，病院の収益によって変動は

あるかもしれないが,予算総枠の審議が必要である旨の説明があった。 

さらに，特定機能病院の承認要件のひとつに，英語による論文数が年間７０

件以上，所属する医師が筆頭著者であることに改正されたことから，新たに，

英語論文筆頭著者を対象とする旨補足説明があり，審議の結果，了承された。 

 

（９） 平成２６年度評価反映特別経費（業務の評価）の評価結果及び予算配分（案）

について 

岩本理事から，本件は平成２６年６月１１日役員会決定の「平成２６年度評

価反映特別経費に係る業務の評価の配分基準等について」に基づき，業務評価

を実施し，評価結果に応じた予算を配分することを目的とするものである旨の

説明があり，今回は，教育を除く研究，社会貢献及び経営基盤の３つの視点の

１１項目の評価結果，及びそれに応じた部局への予算の配分額とすること，教

員情報データベースの入力率が１００%に達していない部局は１０%減額する

旨説明があった。 

さらに，今年度追加した全学委員会への出席率については，学内ルールを確

認することから今回は評価の対象としない旨の説明があり，審議の結果，了承

された。 

 

（１０）その他 

    特になし。 

 



 

【報告事項】          

 

（１） 国立大学法人佐賀大学業務方法書の変更の認可について          

    総務課長から,本件について，平成２６年６月２５日付けで認可申請を行っ

た国立大学法人佐賀大学業務方法書は，申請のとおり認可された旨報告があっ

た。 

 

（２） 佐賀大学学長補佐について        

    総務課長から，本件について，教育室の小林農学部教授が任期満了により退

任し，滝澤工学系研究科教授に交代すること，また，その他の学長補佐には変

更はなく，平成２７年９月３０日までの１年間の任期として更新される旨報告

があった。 

 

（３） 平成２６年度新規学内研究プロジェクトの選定について                 

    中島理事から,本件について，今年度から応募の範囲を広げたところ，学部・

研究科３件，研究センター３件，佐賀大学プロジェクト研究所２件の応募があ

り，①外部の競争的資金獲得につながる独創的な研究であるか，②重点領域研

究に関する組織的な融合領域研究か，③研究計画は現実的かつ高い成果が期待

できるか，④申請費は妥当か等の観点から評点を付し，上位４件を採択した旨

報告があった。 

 

（４） 会計検査院の所見等に係る本学の意見及び今後の処置について 

 医学部事務部長から，本件について，会計検査院の実地検査の結果，国立大

学法人会計システム「ＨＯＭＡＳ」の利用状況等を明確にする必要があるとの

指摘をうけ回答する旨報告があった。学長から，経緯について説明があり，導

入４１大学中２４大学が同様に指摘されている旨発言があった。 

 

【その他】 

 

○  学長から，佐賀大学の３０年マスタープラン作成について現時点での問題点

は何かとの問いがあり，各部長から，運営費交付金減額，収入・支出，大規模

改修・改築，全学教育の在り方，研究活動不正ガイドライン，病院収入等につ

いて発言があった。 

 

                                  以上 

 


